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法学研究科 入試問題（2024 年 9 月実施） 
 
［⺠法Ａ］ 
 
〔問題〕 

次の文章を読んで、後記の〔設問 1〕及び〔設問 2〕に答えなさい（なお、それぞれの設
問は独立した問題である）。 
 
 Ａは、甲建物を所有している。Ａは、2022 年 2 月、Ｙに対し、甲建物を賃貸する契約を
締結し（以下、この契約を「本件賃貸借契約」という）、同年 10 月 1 日、甲建物をＹに引
き渡した。本件賃貸借契約においては、期間は 2022 年 10 月 1 日から 10 年であること、
賃料は月額 200 万円で毎月末日に翌月分を支払うことが合意されていた。 
 2022 年 10 月 25 日、Ｘは、Ａに対する 5000 万円の貸金債権を担保するため、Ａ所有の
甲建物について、抵当権（以下、「本件抵当権」という）の設定を受けた。本件抵当権は、
同日に登記された。 
 2022 年 11 月 10 日、Ｙは、Ａに対し、弁済期を 2024 年 2 月 15 日として、3000 万円を
貸し付けた（以下、この貸付けに係る債権を「本件α債権」という）。 
 2024 年 2 月 15 日に、Ａは、本件α債権を弁済することができなかった。そこで、Ａと
Ｙは、2024 年 2 月 20 日、甲建物の同年 3 月分から 2025 年 5 月分までの賃料債権を各月の
前月末日に本件α債権と対当額で相殺するとの合意をした。 
 2024 年 2 月 5 日、Ｘは、Ａが 5000 万円の債務の履行をしなかったので、本件抵当権の
物上代位権にもとづき、甲建物の賃貸借によりＡがＹに対して取得する賃料債権のうち、
差押命令送達時以降支払期にあるものから 1000 万円に満つるまでのものについて債権差押
命令の申し立てを行った。この申立てにかかる債権差押命令は 2024 年 2 月 20 日に発せら
れ、同命令は、同月 22 日にＹに送達され、同月 23 日に、Ａに送達された。 
 
〔設問 1〕 
 Ｘは、Ｙに対し、取立権にもとづき賃料の支払を求めた。Ｘの請求に対し、Ｙは、賃料
の支払を拒否することができるか。 
 
〔設問 2〕 
 Ｘが甲建物の賃料債権から自己の貸金債権の回収を図るための法的手段として、抵当権
にもとづく物上代位以外に、どのような法的手段を採ることが考えられるか。また、その
法的手段と物上代位との違いについて論じなさい。 
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〔設問1〕
 Ｘは、甲建物の所有者であるＡから抵当権の設定を受け、Ａに対する貸金債権
を被担保債権とする抵当権を有している。抵当権者は、抵当不動産の賃貸によっ
て抵当権設定者が受けるべき金銭その他の物に対して物上代位権を行使すること
ができる（⺠法372条・304条）。そこで、Ｘは、Ａの賃料債権について抵当権に
基づく物上代位権を行使することができる。ただし、抵当権者は、その払渡し又
は引渡しの前に差押えをしなければならない（⺠法372条・304条1項ただし
書）。
 判例によれば、⺠法372条が準⽤する⺠法304条1項ただし書の「差押え」の趣
旨目的は、主として第三債務者の保護にあり、抵当権者の物上代位の公示は抵当
権設定登記によりされていることになる。したがって、抵当権者Ｘと賃借人Ｙと
の間の優劣は、差押え時ではなく、登記時を基準として判断される。Ｘが物上代
位権行使として賃料債権を差し押さえた後は、Ｙは、抵当権設定登記後にＡに対
して取得した本件α債権を自働債権とし、賃料債権を受働債権とする相殺をもっ
てＸに対抗することができないと考えられる。

〔設問2〕
 抵当権の被担保債権の債務不履行後は抵当権の効力は抵当不動産の果実に及ぶ
（⺠法371条）。したがって、債務不履行後には、抵当権は、抵当不動産の賃料債
権に対してその優先弁済権を行使することができる。この場合には、抵当権者
は、担保不動産収益執行手続によるか、抵当権に基づく物上代位による賃料差押
えの手続によることになる。
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〔設問1〕は、抵当権者が物上代位権行使として賃料債権の差押えをした場合に、
賃借人が賃貸人に対する貸金債権を自働債権とする相殺をもって抵当権者に対抗
できるかという問題により、担保物権及び債権総論の分野に関する法制度や判例
の基本的知識を問うものである。

〔設問2〕は、抵当権の効力が法定果実に及ぶ場合に、抵当権者が優先弁済を受け
る方法を検討することを通じて、担保法の基本的知識を問うものである。
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